
JP 4906564 B2 2012.3.28

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送に係る番組データの録画の実行を制御する記録制御装置であって、
　ユーザからチャンネルの選局を受け付ける選局受付手段と、
　選局されたチャンネルの番組データを表示部に表示させる表示制御手段と、
　実行される録画予約の情報を取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得された前記録画予約の情報から、所定の条件に従い自動で録画
予約設定された番組データに関する第１の録画予約の情報と、ユーザが手動で録画予約設
定した番組データに関する第２の録画予約の情報とのうち、前記第１の録画予約の情報を
抽出する抽出手段と、
　前記表示部に表示される番組データと、前記第１の録画予約の情報に対応する番組デー
タとが一致するか否かを判定する判定手段と
　を備え、
　前記判定手段により一致すると判定された場合に、前記第１の録画予約の情報に対応す
る番組データの録画の実行が開始された後に、前記表示制御手段が、前記第１の録画予約
の情報に対応する録画済みの番組データを消去するか否かを問い合わせる画面を前記表示
部に表示させることを特徴とする記録制御装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記第１の録画予約の情報に対応する番組データの録画の実行が
開始された後、当該録画が完了したことに応じて、前記問い合わせの画面を前記表示部に
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表示させることを特徴とする請求項１に記載の記録制御装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記第１の録画予約の情報に対応する番組データの録画が実行さ
れている途中で、前記表示部に表示されている当該番組データのチャンネルから他のチャ
ンネルにユーザが選局したことに応じて、前記問い合わせの画面を前記表示部に表示させ
ることを特徴とする請求項１又は２に記載の記録制御装置。
【請求項４】
　前記記録制御装置は、録画装置に接続され、
　前記取得手段は、前記録画装置において実行される録画予約の情報を、前記録画装置か
ら取得する
ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の記録制御装置。
【請求項５】
　前記所定の条件に従い自動で録画予約設定された番組データは、ユーザの嗜好性情報に
合致する番組データであることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の記録
制御装置。
【請求項６】
　放送に係る番組データの録画の実行を制御する記録制御装置の制御方法であって、
　選局受付手段が、ユーザからチャンネルの選局を受け付ける選局受付工程と、
　表示制御手段が、選局されたチャンネルの番組データを表示部に表示させる第１の表示
制御工程と、
　取得手段が、実行される録画予約の情報を取得する取得工程と、
　抽出手段が、前記取得工程において取得された前記録画予約の情報から、所定の条件に
従い自動で録画予約設定された番組データに関する第１の録画予約の情報と、ユーザが手
動で録画予約設定した番組データに関する第２の録画予約の情報とのうち、前記第１の録
画予約の情報を抽出する抽出工程と、
　判定手段が、前記表示部に表示される番組データと、前記第１の録画予約の情報に対応
する番組データとが一致するか否かを判定する判定工程と、
　前記判定工程において一致すると判定された場合に、前記第１の録画予約の情報に対応
する番組データの録画の実行が開始された後に、前記表示制御手段が、前記第１の録画予
約の情報に対応する録画済みの番組データを消去するか否かを問い合わせる画面を前記表
示部に表示させる第２の表示制御工程と
　を備えることを特徴とする記録制御装置の制御方法。
【請求項７】
　前記第２の表示制御工程では、前記第１の録画予約の情報に対応する番組データの録画
の実行が開始された後、当該録画が完了したことに応じて、前記問い合わせの画面が前記
表示部に表示されることを特徴とする請求項６に記載の記録制御装置の制御方法。
【請求項８】
　前記第２の表示制御工程では、前記第１の録画予約の情報に対応する番組データの録画
が実行されている途中で、前記表示部に表示されている当該番組データのチャンネルから
他のチャンネルにユーザが選局したことに応じて、前記問い合わせの画面が前記表示部に
表示されることを特徴とする請求項６又は７に記載の記録制御装置の制御方法。
【請求項９】
　前記記録制御装置は、録画装置に接続され、
　前記取得工程では、前記録画装置において実行される録画予約の情報が、前記録画装置
から取得される
ことを特徴とする請求項６乃至８のいずれか１項に記載の記録制御装置の制御方法。
【請求項１０】
　前記所定の条件に従い自動で録画予約設定された番組データは、ユーザの嗜好性情報に
合致する番組データであることを特徴とする請求項６乃至９のいずれか１項に記載の記録
制御装置の制御方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録制御装置、及びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＢＳ／ＣＳデジタル放送や地上デジタル放送において、電子番組ガイド（ＥＰＧ：Elec
tronic Program Guide）がＴＶ番組と共に放送されている。それらデジタル放送に対応し
た録画機器のユーザは、ＥＰＧを利用し、録画予約する番組を簡単に選択できる。
【０００３】
　またユーザの録画予約、録画した番組の視聴履歴に基づいて、ユーザの嗜好性、つまり
ユーザがある番組を見たいと思うかどうかを学習する録画機器も複数存在する。それら録
画機器は、ユーザの嗜好性判断結果に基づき、番組の自動録画予約を実行する。
【０００４】
　一方、ユーザは、録画機器で録画される番組と同じ番組をＴＶで視聴する場合、録画を
実行して欲しくない場合がある。なぜなら録画完了後等に録画機器を操作し、番組を削除
するのが面倒と感じることもあるためである。そこで、録画予約された番組をユーザが視
聴している場合には、番組の録画を抑制可能とする発明が提案されている（特許文献１、
特許文献２を参照。）。
【特許文献１】特開２００５－１７５５１９号公報
【特許文献２】特開２００５－２２３８０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述の提案発明のうち、特許文献１では、ユーザが録画しようと積極的に録画予約した
番組、及び、録画機器がユーザの嗜好性等に基づいて自動録画予約した番組のいずれの場
合であっても、ユーザへ録画解除の問い合わせを行なう。従って、ユーザへの通知が頻繁
に行なわれることとなり、ユーザが却って煩わしいと感じるケースが発生するという課題
がある。また、ユーザが録画しようと積極的に録画予約した番組の場合、録画解除の問い
合わせ通知は不要であるとのユーザーニーズが多い。
【０００６】
　また、特許文献２では、ユーザの嗜好性等に基づいて自動録画予約した番組について、
ユーザが該番組を視聴する場合には、自動的に録画を行わないように制御している。その
一方で、不在設定をすることにより、ユーザが視聴と同時に録画することを可能としてい
る。しかしながら、ユーザが録画しようと積極的に録画予約した番組の取り扱いについて
は考慮されていない。
【０００７】
　そこで本発明は、録画機器が「自動的に」録画しようとする番組と同じ番組を視聴しよ
うとしていること、又は、「自動的に」録画している番組と同じ番組を視聴していること
、をユーザに通知し、録画の取消要求を受付可能とすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するための本発明は、放送に係る番組データの録画の実行を制御する記
録制御装置であって、
　ユーザからチャンネルの選局を受け付ける選局受付手段と、
　選局されたチャンネルの番組データを表示部に表示させる表示制御手段と、
　実行される録画予約の情報を取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得された前記録画予約の情報から、所定の条件に従い自動で録画
予約設定された番組データに関する第１の録画予約の情報と、ユーザが手動で録画予約設
定した番組データに関する第２の録画予約の情報とのうち、前記第１の録画予約の情報を
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抽出する抽出手段と、
　前記表示部に表示される番組データと、前記第１の録画予約の情報に対応する番組デー
タとが一致するか否かを判定する判定手段と
　を備え、
　前記判定手段により一致すると判定された場合に、前記第１の録画予約の情報に対応す
る番組データの録画の実行が開始された後に、前記表示制御手段が、前記第１の録画予約
の情報に対応する録画済みの番組データを消去するか否かを問い合わせる画面を前記表示
部に表示させることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、録画機器が「自動的に」録画しようとする番組と同じ番組を視聴しよ
うとしていること、又は、「自動的に」録画している番組と同じ番組を視聴していること
、をユーザに通知し、録画の取消要求を受付可能とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態について説明する。
【００１１】
　［第１の実施形態］
　発明の第１の実施形態について、図を用いて以下に説明する。
【００１２】
　図１は、発明の第１の実施形態に従う記録制御装置１００の構成と外部装置との接続構
成の一例を示す図である。図２は、本実施形態に従う記録制御装置１００が制御可能な録
画機器２００の構成と外部装置との接続構成の一例を示す図である。
【００１３】
　図１の記録制御装置１００は、テレビ基本機能としてテレビ放送の選局処理機能を有し
ている。記録制御装置１００は、チューナ部１０１、データ分離部１０２、映像デコード
部１０３、音声デコード部１０４、表示合成部１０５、表示制御部１０６、音声制御部１
０７、映像表示部１０８、音声出力部１０９及びシステムバス１１０を有する。また、シ
ステム制御部１１１、受光部１１２、選局制御部１１３、メモリ部１１５、タイマー部１
１６、映像切替部１１７、音声切替部１１８、録画機器制御部１１９（機器接続制御部１
２０、通知要否判定部１２１を含む）を更に有する。なお、以上の各構成要素が果たす役
割については、記録制御装置１００の機能の説明の際に、併せて説明する。
【００１４】
　また録画機器２００で示す外部録画機器からの映像・音声データを受信し、映像表示・
音声出力する機能を有している。また録画機器２００の制御機能として録画機器制御処理
（録画予約情報の取得、録画予約の取り消し、録画の取り消し、録画データの消去要求等
）機能を有している。録画機器２００は、チューナ部２０１、データ分離部２０２、デコ
ード部２０３、録画データ生成部２０５、システム制御部２１１、受光部２１２、選局制
御部２１３、メモリ部２１５、タイマー部２１６を有する。更に、蓄積部２１８、録画予
約部２１９、嗜好性学習部２２０、記録制御装置接続制御部２２１を有する。なお、以上
の各構成要素が果たす役割については、録画機器２００の機能の説明の際に、併せて説明
する。
【００１５】
　本実施形態において、記録制御装置１００と録画機器２００とは、好ましくはイーサネ
ット（登録商標）１６１を介したＵＰｎＰ（Universal Plug & Play）ネットワークによ
り接続される。ＵＰｎＰは、テレビや録画機器等の機器を接続し、相互に機能を提供しあ
うことを可能とする技術標準仕様である。ＵＰｎＰの技術標準仕様に関しては説明を割愛
するが、本実施形態における録画機器制御処理は、ＵＰｎＰ技術標準仕様に基づくアクシ
ョンやイベント、送受信する状態変数を拡張し実現する構成している。
【００１６】
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　［記録制御装置１００］
　まず、図１を参照して記録制御装置１００の機能を説明する。記録制御装置１００は選
局処理機能を実行することができる。この選局処理機能とは、アンテナ１５１を介しチュ
ーナ部１０１により放送信号（放送波）を受信し、ユーザのリモコン１５２の操作に基づ
く選局受付に応じたチャンネルに関わる番組データを出力する機能である。具体的には、
選局受付したチャンネルに関わる番組データとして、映像や番組情報等を映像表示部１０
８に表示し、音声を音声出力部１０９から出力する。
【００１７】
　以下に、記録制御装置１００が選局処理を行なう為の内部動作について説明する。シス
テム制御部１１１は、受光部１１２を介して受信したユーザのリモコン操作に対応する操
作情報に基づき、ユーザが希望するチャンネルを判定し、選局制御部１１３に選局要求を
行う。選局制御部１１３は該選局要求に基づき、チューナ部１０１、データ分離部１０２
の選局制御を開始する。
【００１８】
　チューナ部１０１は、入力された放送信号に対し、復調、誤り訂正等の処理を行ない、
トランスポートストリーム（ＴＳ）を形成、データ分離部１０２に出力する。ＴＳには、
複数のチャンネルに関わる映像、音声、番組情報、及び現在時刻情報といった番組データ
が多重化されている。番組情報には、番組名、番組内容説明、チャンネル、放送時間情報
（放送日、開始時刻と継続時間）、番組ジャンル情報等を含む。現在時刻情報には、年月
日、時分秒情報を含む。
【００１９】
　データ分離部１０２は、ＴＳから所望のチャンネルに関わる映像、音声、番組情報、及
び現在時刻情報の分離を行なう。データ分離部１０２で分離した映像データは、映像デコ
ード部１０３に出力し、ＭＰＥＧ等の映像復号化処理を行なう。また音声データは、音声
デコード部１０４に出力し、ＭＰＥＧ等の復号化処理を行なった後、音声切替部１１８を
介し、音声制御部１０７に出力する。番組情報は、メモリ部１１５に蓄積される。現在時
刻情報は、システムバス１１０を介し、タイマー部１１６に出力する。タイマー部１１６
では、時刻情報のカウントを行なう。
【００２０】
　映像デコード部１０３で復号した映像データは、映像切替部１１７、表示合成部１０５
を介し、表示制御部１０６に出力する。表示制御部１０６は、映像データを映像表示部１
０８の表示解像度、表示色数、リフレッシュレートに適した表示データ、タイミングに変
換し、映像表示を行なう。
【００２１】
　映像表示部１０８は、ＣＲＴ型、ＬＣＤ型、ＰＤＰ型、ＳＥＤ型のいずれの表示デバイ
スを用いるものであってもよい。なお、映像表示部１０８は、記録制御装置１００に含ま
れていてもよいし、含まれていなくてもよい。映像表示部１０８が記録制御装置１００に
含まれない場合には、ビデオ信号線を介して外部に配置された映像表示部１０８と記録制
御装置１００とが接続される形式を採る。
【００２２】
　また、音声出力部１０９は、所謂スピーカーであって、記録制御装置１００に含まれて
いてもよいし、含まれていなくてもよい。音声出力部１０９が記録制御装置１００に含ま
れない場合には、音声信号線を介して外部に配置された音声出力部と記録制御装置１００
とが接続される形式を採る。なお、音声出力部１０９が外部に配置される場合、同様に外
部は位置される映像表示部１０８と一体化して、映像・音声出力部とすることもできる。
【００２３】
　表示合成部１０５は、映像デコード部１０３で復号した映像データとシステム制御部１
１１が生成するグラフィックデータを合成する機能を有する。音声制御部１０７は、音声
データのボリュームレベル等を変更する機能を有する。選局制御部１１３は、上述の選局
処理動作が正常に完了すると、選局したチャンネル情報をメモリ部１１５に蓄積する。
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【００２４】
　映像切替部１１７はまた、システム制御部１１１からの要求に基づき、映像デコード部
１０３からの映像データと、録画機器２００からＡＶデータ線１６２を介して入力される
映像データとを切り替えて表示合成部１０５に出力する機能を有する。
【００２５】
　音声切替部１１８はまた、システム制御部１１１からの要求に基づき、音声デコード部
１０４からの音声データと、録画機器２００からＡＶデータ線１６２を介し入力される音
声データとを切り替えて音声制御部１０７に出力する機能を有する。
【００２６】
　［録画機器２００］
　次に、図２を参照して録画機器２００の機能について説明する。録画機器２００は、録
画処理機能と再生処理機能とを実行することができる。
【００２７】
　［録画処理機能］
　まず、録画機器２００の録画処理機能について説明する。録画処理機能とは、アンテナ
１５１を介しチューナ部２０１により放送信号（放送波）を受信し、所望のチャンネルに
関わる映像や音声、番組情報等を蓄積部２１８に記録・蓄積する機能である。
【００２８】
　録画処理は２つのタイミングに応じて実行される。１つは、ユーザがリモコン２５２を
操作し、放送中の番組を録画要求するタイミングである。もう１つは、録画予約に基づく
タイミングであって、録画予約は、ユーザがマニュアル操作（ユーザ操作）により行うか
、又は録画機器２００が自動で行う。
【００２９】
　録画機器２００が自動で行う録画予約には、手動録画予約の履歴や録画した番組の視聴
履歴等を利用して嗜好性学習部２２０が学習したユーザの嗜好性判断結果に基づき、録画
する番組を決定する方法が挙げられる。この録画方法を本実施形態では「自動録画予約（
第１の録画予約）」と呼ぶ。
【００３０】
　また、ユーザ操作による録画予約には、録画したい番組をＥＰＧから指定する方法、チ
ャンネルや放送日時を指定入力する方法、キーワード入力により録画したい番組を検索し
、指定する方法、或いはＧコードを入力する方法等が挙げられる。これらをまとめて本実
施形態では「手動録画予約（第２の録画予約）」と呼ぶ。
【００３１】
　自動録画予約の実行タイミングは、例えば、手動録画予約の実行後、番組情報がメモリ
部１１５に蓄積後、及び、定期的なタイミング（例えば５分に一回）のいずれかに設定す
ることができる。尚、ユーザが入力したキーワードが、番組情報の番組内容説明に含まれ
ていた場合、録画機器２００は、その番組を自動録画予約番組として扱うことができる。
【００３２】
　以上の手動録画予約、又は、自動録画予約が行なわれた場合、録画予約部２１９は、録
画する番組に関する"録画予約情報"をメモリ部２１５に蓄積する。この録画予約情報には
、メモリ部２１５に格納されている番組情報から取得された、チャンネル、番組名、録画
予定日、録画開始予定時刻、録画終了予定時刻が含まれると共に、録画予約種別情報が含
まれる。録画予約種別情報は、手動録画予約、又は自動録画予約が行なわれたかを識別可
能な情報として生成される。
【００３３】
　図３ａに録画予約部２１９によって登録、蓄積される録画予約情報の一例を示す。図３
ａにおいて、録画予約情報テーブル３００は、インデックス３０１、チャンネル３０２、
番組名３０３、録画予約種別３０４、録画予定日３０５、録画開始予定時刻３０６、録画
終了予定時刻３０７で構成される。なお、録画予定日３０５、録画開始予定時刻３０６、
録画終了予定時刻３０７の情報は、録画予約の対象となる番組の「放送予定日時」を構成
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する情報となる。
【００３４】
　インデックス３０１には、テーブルエントリを構成する各録画予約情報を識別するため
の識別番号が登録される。チャンネル３０２には、録画予約番組のチャンネルが登録され
る。なお、放送種別が複数存在する場合には（例えば、地上波デジタル、地上波アナログ
、衛星放送、ケーブルテレビ等）、放送種別を併せて登録してもよい。
【００３５】
　番組名３０３には、録画予約番組の番組名が登録される。録画予約種別３０４には、録
画予約の種別が登録される。「自動」は対応する録画予約情報が自動録画予約情報（第１
の録画予約情報）であることを示す。また、「手動」は対応する録画予約情報が手動録画
予約情報（第２の録画予約情報）であることを示す。尚、自動録画予約情報と手動録画予
約情報とを識別可能な情報で有れば登録内容は、上記に限定されるものではない。例えば
、自動録画予約：１、手動録画予約：０であってもよい。
【００３６】
　録画予定日３０５には、録画予定番組が放送予定の年月日が登録される。録画開始予定
時刻３０６は、録画予定番組の放送開始時刻が登録される。録画終了予定時刻３０７には
、録画予定番組の放送終了時刻が登録される。尚、放送終了時刻は、番組情報の開始時刻
と継続時間とに基づいて特定することができる。
【００３７】
　なお、図３ａでは、Ｎ個の番組が録画予約番組として登録されているが、「Ｎ」は任意
の数であって、実施形態に応じて適宜設定可能である。図３ａにおいて、例えば"１５１"
チャンネルで"ＡＢＣ"という番組名の番組が"２００６年１１月１日"の２０時から２０時
５５分まで"自動録画予約"されている。また"１８１"チャンネルで"ＤＥＦ"という番組名
の番組が"２００６年１１月１日"の２１時から２２時５５分まで"手動録画予約"されてい
る。
【００３８】
　次に、録画機器２００が録画予約情報に基づき、録画処理を行なう場合の内部動作につ
いて説明する。
【００３９】
　録画予約部２１９は、メモリ部２１５に蓄積した録画予約情報を定期的に取得し、録画
予約情報に登録された録画予約番組の開始時刻が到来したかどうかを判定する。開始時刻
が到来した場合、録画予約部２１９はシステム制御部２１１に対し、番組予約情報に登録
されたチャンネル情報と共に録画開始を要求する。システム制御部２１１は、チャンネル
情報と共に選局制御部２１３に選局を要求する。
【００４０】
　選局制御部２１３、チューナ部２０１、データ分離部２０２の選局に関わる動作は、図
１の選局制御部１１３、チューナ部１０１、データ分離部１０２と同様である為、説明を
割愛する。データ分離部２０２で分離した映像、音声、番組情報は、録画データ生成部２
０５に出力する。また番組情報は、メモリ部２１５にも蓄積される。現在時刻情報はタイ
マー部２１６に出力し、タイマー部２１６で時刻情報のカウントを行なう。
【００４１】
　システム制御部２１１は選局制御が完了すると、録画データ生成部２０５に対し、蓄積
部２１８に蓄積するストリームデータの生成要求を行なう。録画データ生成部２０５で生
成されたストリームデータは、システム制御部２１１の要求に基づき、蓄積部２１８に蓄
積され、録画が開始される。この録画動作は、録画予約情報に登録された録画終了予定時
刻まで行なわれる。
【００４２】
　録画が完了すると録画予約部２１９は、録画した番組に関するチャンネル、番組名、番
組内容説明、番組ジャンル、録画予約種別、録画日、録画開始時刻、録画終了時刻を"録
画履歴情報"として登録し、メモリ部２１５に蓄積する。
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【００４３】
　［再生処理機能］
　次に、録画機器２００の再生処理機能について説明する。再生処理機能とは、録画した
番組を録画機器２００により再生し、記録制御装置１００にて映像表示・音声出力する機
能である。
【００４４】
　ユーザのリモコン２５２操作に基づき再生開始の指示を受け付けると、デコード部２０
３は、蓄積部２１８に蓄積されたストリームデータを取得し、映像・音声データのデコー
ド処理を開始し、記録制御装置１００へ出力する。
【００４５】
　システム制御部２１１は、再生を開始後、再生中の番組に関するチャンネル、番組名、
番組内容説明、番組ジャンル、録画予約種別、録画日、録画開始時刻、録画終了時刻、再
生回数を"再生履歴情報"として登録し、メモリ部２１５に蓄積する。
【００４６】
　嗜好性学習部２２０は、メモリ部２１５に蓄積された"録画履歴情報"、"再生履歴情報"
に基づき、ユーザの嗜好性を判断する機能を有する。これにより、嗜好性学習部２２０は
、嗜好性情報管理を行うことができる。
【００４７】
　［ユーザへの通知動作］
　次に、発明の実施形態に対応するユーザへの通知動作について説明する。
【００４８】
　図４は、システム制御部１１１からの要求に基づき開始される、録画機器制御部１１９
内の機器接続制御部１２０及び通知要否判定部１２１の動作フローの一例を示す。該フロ
ーに対応する処理は、対応する処理プログラムを各構成要素が実行することにより実現さ
れる。この動作により、ユーザが視聴しようとしている番組、或いは視聴している番組が
、録画機器２００の「自動録画予約」によって録画予約されている番組、或いは録画中の
番組と同一であることをユーザに通知可能となる。
【００４９】
　図４で示す動作は、本実施形態では定期的、例えば３分毎に１回、更に選局動作が完了
したタイミングで開始されるよう構成している。図４で示す動作が定期的、又は選局動作
が完了したタイミング開始したかを識別する動作トリガ情報は、システム制御部１１１に
より、メモリ部１１５に蓄積する。
【００５０】
　以降、ユーザが視聴しようとしている番組、或いは視聴している番組が、録画機器２０
０の「自動録画予約」によって録画予約されている番組、或いは録画中の番組と同一であ
ることをユーザに通知する動作を「自動録画継続選択通知」という。
【００５１】
　以下、図４の動作フローにおける各ステップの処理について説明を行なう。
【００５２】
　ステップＳ４０１において通知要否判定部１２１は、タイマー部１１６から現在時刻情
報を取得する。ステップＳ４０２において通知要否判定部１２１は、メモリ部１１５から
現在選局されているチャンネルの情報（選局中チャンネル情報）を取得する。なお、この
とき映像表示部１０８には、現在選局されているチャンネルの番組が表示されているもの
とする（第１の表示制御工程）。ステップＳ４０３において通知要否判定部１２１は、メ
モリ部１１５から現在選局中チャンネルで放送されている番組の番組情報（選局中番組情
報）を取得する。
【００５３】
　ステップＳ４０４において通知要否判定部１２１は機器接続制御部１２０を介して録画
機器２００から、図３ａに一例として示した録画予約情報テーブル３００としてメモリ部
２１５に登録されている録画予約情報を取得する。録画予約情報の取得により、録画機器
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２００において録画予約されている番組に関するチャンネル、番組名、録画予約種別、録
画予定日、録画開始予定時刻、録画終了予定時刻が識別可能となる。
【００５４】
　ステップＳ４０５において通知要否判定部１２１は、録画機器２００において録画予約
されている番組のうち、記録制御装置１００で現在選局中のチャンネルと同じチャンネル
の録画予約番組に対応する録画予約情報を抽出する。この処理は、ステップＳ４０２で取
得した選局中チャンネル情報と、ステップＳ４０４で取得した録画予約情報におけるチャ
ンネルの情報（チャンネル３０２の登録内容に相当）に基づいて行うことができる。
【００５５】
　ステップＳ４０６において通知要否判定部１２１は、ステップＳ４０５において抽出さ
れた録画予約情報の有無を判定する。もし、抽出された録画予約情報が有った場合には（
ステップＳ４０６において「ＹＥＳ」）、ステップＳ４０７の処理に進む。一方、抽出さ
れた録画予約情報が存在しなかった場合は（ステップＳ４０６において「ＮＯ」）、その
まま処理を終了する。
【００５６】
　ステップＳ４０７では、システム制御部１１１がメモリ部１１５に蓄積した動作トリガ
情報に基づき、図４の動作が定期的、又は選局動作完了のタイミングで開始したかの動作
タイミング種別の判定結果による処理の分岐を行なう。定期的なタイミングで開始した場
合には（ステップＳ４０７において「定期動作」）、ステップＳ４０８に進む。一方、選
局動作完了のタイミングで開始した場合には（ステップＳ４０７において「選局」）、ス
テップＳ４１０に進む。
【００５７】
　まず、定期的な動作タイミングで開始した場合の動作について説明する。ここでは、選
局チャンネルにおいて現在時刻から一定時間内に録画予約の対象となる番組の放送が開始
されるかどうかに基づき、該選局チャンネルと録画予約情報との間に対応関係が成立する
かが判定される。なお、対応関係を考える場合に、選局チャンネルを、映像表示部１０８
に表示される番組に置き換えてもよい。
【００５８】
　具体的に、ステップＳ４０８において通知要否判定部１２１は、ステップＳ４０５で抽
出した録画予約情報のうち、現在時刻から一定時間内に録画開始される予定の番組に対応
する録画予約情報を抽出する。ここでの抽出は、ステップＳ４０１で取得した現在時刻情
報と、ステップＳ４０５で取得した録画予約情報に含まれる放送予定日時の情報とに基づ
き行うことができる。なお、放送予定日時の情報には、「録画予定日」、「録画開始予定
時刻」の情報が含まれる。本実施形態では、この一定時間の一例として「８分」を設定し
、８分以内に録画開始される予定の番組のみを抽出するよう構成することができる。
【００５９】
　続くステップＳ４０９において通知要否判定部１２１は、ステップＳ４０８において抽
出された録画予約情報の有無を判定する。もし、抽出された録画予約情報が有った場合に
は（ステップＳ４０９において「ＹＥＳ」）、ステップＳ４１１の処理に進む。一方、抽
出された録画予約情報が無かった場合には（ステップＳ４０９において「ＮＯ」）、その
まま処理を終了する。
【００６０】
　次に、選局動作完了のタイミングで開始した場合について説明する。ここでは、選局チ
ャンネルで放送中の番組が録画予約の実行対象の番組であるかどうかに基づき、該選局チ
ャンネルと録画予約情報との間に対応関係が成立するかが判定される。なお、対応関係を
考える場合に、選局チャンネルを、映像表示部１０８に表示される番組に置き換えてもよ
い。
【００６１】
　具体的に、ステップＳ４１０において通知要否判定部１２１は、ステップＳ４０１で取
得した現在時刻情報と、現在視聴中の番組が録画機器２００において現在録画中の番組と
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一致するか否かを判定する。この判定は、ステップＳ４０５で取得した録画予約情報に含
まれる放送予定日時の情報とに基づいて行う。ここで、放送予定日時の情報には、「録画
予定日」、「録画開始予定時刻」、「録画終了予定時刻情報」の情報が含まれる。もし、
一致する場合は（ステップＳ４１０において「ＹＥＳ」）、ステップＳ４１１に移行する
。一方、一致しない場合は（ステップＳ４１０において「ＮＯ」）、そのまま処理を終了
する。
【００６２】
　ステップＳ４１１において通知要否判定部１２１は、ステップＳ４０９において抽出さ
れた録画予約情報、又は、ステップＳ４１０で一致すると判定された録画予約情報に含ま
れる録画予約種別の内容を判定する。この判定により、「自動録画継続選択通知」の表示
要否を決定することができる。もし、録画予約種別の内容が「自動」の場合には（ステッ
プＳ４１１において「自動録画予約」）、ステップＳ４１２に移行する。一方、録画予約
種別の内容が「手動」の場合には（ステップＳ４１１において「手動録画予約」）、その
まま処理を終了する。
【００６３】
　ステップＳ４１２において通知要否判定部１２１は、システム制御部１１１に「自動録
画継続選択通知」の表示を要求する。ここで要求する「自動録画継続選択通知」の表示形
態は、ステップＳ４０７の動作タイミング種別の判定結果に対応したものとすることがで
きる。また、表示要求時に、通知要否判定部１２１は、システム制御部１１１に対し、録
画予約情報から抽出した"番組名"情報を併せて通知する。
【００６４】
　システム制御部１１１は、通知要否判定部１２１からの要求に基づき、「自動録画継続
選択通知」のための画面のグラフィックデータを生成し、表示合成部１０５、表示制御部
１０６を介し、映像表示部１０８に表示する（第２の表示制御工程）。
【００６５】
　以下、「自動録画継続選択通知」の表示と、表示に対するユーザ応答の具体例について
、図５ａ及び図６ａを参照して説明する。なお、図５ａ及び図６ａでは、録画機器２００
から、図３ａの録画予約情報テーブル３００のうちインデックス３０１が「１」の録画予
約情報を取得した場合を一例として記載している。
【００６６】
　まず図５ａは、図４のステップＳ４０７において「定期動作」と判定された場合に映像
表示部１０８に表示される自動録画継続選択通知画面の一例を示す図である。図５ａはま
た、現在時刻を"２００６年１１月１日１９時５３分"とし、ユーザが記録制御装置１００
において"１５１"チャンネルの番組を視聴している場合を想定した表示例を示す。
【００６７】
　自動録画継続選択通知画面５００において、領域５０１には、自動録画継続選択通知の
メッセージが表示される。この場合、記録制御装置１００は"２００６年１１月１日２０
時００分"から"１５１"チャンネルにて放送予定の番組"ＡＢＣ"が"自動録画予約"されて
いると判定できるので、対応するメッセージが領域５０１に表示される。また、領域５０
１の下方には、選択ボタン５０２と５０３とが表示される。このボタン表示により、番組
"ＡＢＣ"の自動録画予約を「取り消す（５０２）」か「取り消さない（５０３）」かを問
い合わせ、いずれかの選択をユーザに促すことができる。
【００６８】
　システム制御部１１１は、受光部１１２を介して受信したユーザのリモコン１５２操作
による操作情報に基づき、ユーザが「取り消す（５０２）」、「取り消さない（５０３）
」のいずれを選択したかを判定する。もし、「取り消さない（５０３）」が選択されたと
判定した場合は、表示合成部１０５に対し、自動録画継続選択通知画面５００の消去を要
求し、処理を終了する。
【００６９】
　一方、「取り消す（５０２）」が選択されたと判定した場合は、システム制御部１１１
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は、表示合成部１０５に対し自動録画継続選択通知画面５００の消去を要求する。それと
共に、システム制御部１１１は、録画機器制御部１１９に対し番組"ＡＢＣ"の自動録画予
約の取り消しを要求する。録画機器制御部１１９の機器接続制御部１２０（第２の指示部
）は、録画機器２００に対し、番組"ＡＢＣ"の自動録画予約の取り消し要求を送信し、処
理を終了する。
【００７０】
　次に、図６ａは、図４のステップＳ４０７において「選局」と判定された場合に映像表
示部１０８に表示される自動録画継続選択通知画面の一例を示す図である。図６ａはまた
、現在時刻を"２００６年１１月１日２０時０５分"とし、ユーザが記録制御装置１００に
対し"１５１"チャンネルの番組への選局操作を行なって視聴開始した場合を想定した表示
例を示す。
【００７１】
　自動録画継続選択通知画面６００において、領域６０１には、自動録画継続選択通知の
メッセージが表示される。この場合、記録制御装置１００は、"２００６年１１月１日２
０時００分"から"１５１"チャンネルにて放送予定の番組"ＡＢＣ"が"自動録画予約"によ
り録画されていると判定できるので、対応するメッセージを領域６０１に表示する。また
、領域６０１の下方には、選択ボタン６０２と６０３とが表示される。このボタン表示に
より、番組"ＡＢＣ"の録画を「中止する（６０２）」か「中止しない（６０３）」かを問
い合わせ、いずれかの選択をユーザに促すことができる。
【００７２】
　システム制御部１１１は、受光部１１２を介して受信したユーザのリモコン１５２操作
による操作情報に基づき、ユーザが「中止する（６０２）」、「中止しない（６０３）」
のいずれを選択したかを判定する。もし、「中止しない（６０３）」が選択されたと判定
した場合には、表示合成部１０５に対し、自動録画継続選択通知画面６００の消去を要求
し、処理を終了する。
【００７３】
　一方、「中止する（６０２）」が選択されたと判定した場合には、システム制御部１１
１は表示合成部１０５に対し自動録画継続選択通知画面６００の消去を要求する。それと
共に、システム制御部１１１（第１の指示部）は、録画機器制御部１１９に対し番組"Ａ
ＢＣ"の録画の実行中止と録画済データの消去を要求する。録画機器制御部１１９の機器
接続制御部１２０（第１の指示部）は、録画機器２００に対し、番組"ＡＢＣ"の録画動作
の実行中止と録画済データの消去の要求を送信し、処理を終了する。　このように、録画
機器制御部１１９内の機器接続制御部１２０（第１の指示部、第２の指示部）は「自動録
画継続選択通知」によるユーザ応答に基づき、録画予約の取消要求、録画の取消要求、録
画済データの消去要求の何れかを録画機器２００に送信する。
【００７４】
　対する録画機器２００では、記録制御装置接続制御部２２１により、録画予約の取消要
求、録画の取消要求、録画データの消去要求のいずれかを受信した後、録画予約の取消処
理、録画の取消処理、録画データの消去処理を実行する。
【００７５】
　尚、図５ａ、図６ａに示した自動録画継続選択通知画面は、表示後、所定時間内にユー
ザからの選択応答が無かった場合、システム制御部１１１から表示合成部１０５に対する
要求により消去してもよい。所定時間の一例として、例えば１０秒以内にユーザからの選
択応答が無かった場合に、自動録画継続選択通知画面を消去するよう構成することができ
る。尚、システム制御部１１１は、上記の１０秒以内にユーザからの選択応答が無かった
場合には、録画予約の取り消しや録画の取り消し要求を行なわなくてもよい。
【００７６】
　本実施形態によれば、ユーザが、録画機器が「自動的に」録画しようとしている番組と
同じ番組を視聴しようとしている場合、及び、録画機器が「自動的に」録画している番組
と同じ番組を視聴している場合にのみ、画面表示による通知を受けられる。これに対して
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ユーザは、通知に基づく簡便な操作で録画機器による自動録画予約の取消、自動録画の実
行中止、自動録画された番組の消去を実行することができる。
【００７７】
　よって、ユーザは、自らが行った予約録画について、録画を実行又は継続するかの問い
合わせを逐一受ける煩雑さから開放される。
【００７８】
　［第１の実施形態の変形例１］
　上述の第１の実施形態では、自動録画継続選択通知画面５００又は６００の表示後、ユ
ーザからの操作を受けつけずに消去するまでの時間を、一律の所定時間（上記では１０分
）として設定していた。
【００７９】
　これに対し、本変形例のように所定時間を一律のものとして設定せず、録画機器２００
が判断した自動録画予約、又は、自動録画された番組に対するユーザの嗜好性情報に基づ
いて、段階的に設定することもできる。
【００８０】
　この嗜好性情報は、図３ａに示した録画予約情報テーブルの項目として追加することが
でき、嗜好性情報が追加された録画予約情報テーブルの一例を図３ｂに示す。
【００８１】
　図３ｂにおいて、インデックス３０１、チャンネル３０２、番組名３０３、録画予約種
別３０４、録画予定日３０５、録画開始予定時刻３０６、録画終了予定時刻３０７は、図
３ａの録画予約情報テーブル３００と同様である。新たに追加された嗜好性情報３１１は
、対応する予約番組の嗜好性を５段階で表している。ここで、「５」が最も嗜好性が高く
、「１」が最も嗜好性が低いことを示す。
【００８２】
　なお、図３ｂに示す録画予約情報テーブル３１０を用いる場合、図４のフローチャート
において、ステップＳ４１１とＳ４１２との間に追加の処理ステップを設けることができ
る。該追加ステップにおいて通知要否判定部１２１は、ステップＳ４０９において抽出さ
れた録画予約情報、又は、ステップＳ４１０で一致すると判定された録画予約情報に含ま
れる嗜好性情報の内容を判定する。この判定結果に基づき、「自動録画継続選択通知」画
面の表示時間を決定する。
【００８３】
　この表示時間は、図３ｃに示すような嗜好性情報と「自動録画継続選択通知」画面の表
示時間との関係表に基づいて決定できる。図３ｃの関係表３２０には、嗜好性情報３２１
と表示時間（秒）３２２とが対応づけられて登録される。この関係表３２０によれば、通
知要否判定部１２１は、例えば嗜好性情報「５」の場合、表示時間を「８秒」、嗜好性情
報「１」の場合、表示時間を「１６秒」と決定することができる。
【００８４】
　この追加ステップに引き続くステップＳ４１２において通知要否判定部１２１は、シス
テム制御部１１１に「自動録画継続選択通知」の、該追加ステップで決定された表示時間
における表示を要求する。この際の表示形態、その他の内容については、上述の通りであ
る。
【００８５】
　また、ユーザの嗜好性が低いと判断されている番組の自動録画予約を取り消す、自動録
画を実行中止とする、自動録画された番組を消去する操作を行なう、ためのユーザ判断時
間を長くすることもできる。
【００８６】
　［第１の実施形態の変形例２］
　上述の第１の実施形態においては、ユーザが図５ａの自動録画継続選択通知画面５００
の表示に基づき、自動録画予約や自動録画の取り消し要求を行なう例を説明した。ユーザ
は、自動録画継続選択通知画面５００の表示時に、今回は録画を取り消したいが、次回以
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降は、自動録画予約して欲しいと考えることもある。
【００８７】
　図５ａの自動録画継続選択通知画面５００の表示に基づき、「取り消す（５０２）」が
選択された場合、記録制御装置１００から録画機器２００に対し、自動録画予約や自動録
画の取消要求が送信される。この際、録画機器２００内の嗜好性学習部２２０のユーザ嗜
好性判断を変化させない制御情報を、自動録画予約や自動録画の取消要求アクションの変
数として含めて送信することができる。
【００８８】
　録画機器２００は、ユーザ嗜好性判断を変化させない制御情報を受け取った場合、録画
予約部２１９において、自動録画予約や自動録画の取消要求のあった番組の録画が完了し
たものとして、"録画履歴情報"を更新し、メモリ部２１５に蓄積する。
【００８９】
　上述の第１の実施形態で述べた通り、嗜好性学習部２２０は、メモリ部２１５に蓄積さ
れた"録画履歴情報"、"再生履歴情報"に基づき、ユーザの嗜好性を判断する。よって、本
取消動作の有無により、ユーザの嗜好性判断は変化することはない。
【００９０】
　本変形例によれば、録画機器の嗜好性判断を変えないようにすることで、ユーザに適切
な通知を行なうようにできる。
【００９１】
　［第１の実施形態の変形例３］
　上述の第１の実施形態の変形例１において、ユーザの嗜好性情報に基づき、自動録画継
続選択通知画面５００又は６００を消去するまでの時間を決定する構成を説明した。
【００９２】
　これに対し本変形例では、取得した録画予約情報中に嗜好性情報が含まれる場合、自動
録画継続選択通知画面中にユーザの嗜好性情報を含むように、表示する構成とする。
【００９３】
　この場合、ステップＳ４１２において通知要否判定部１２１は、システム制御部１１１
への自動録画継続選択通知画面の表示要求時に、録画予約情報テーブル３１０から抽出し
た「番組名」の情報と「嗜好性情報」とを通知する。
【００９４】
　図５ｂに、図４のステップＳ４０７において「定期動作」と判定された場合に映像表示
部１０８に表示される自動録画継続選択通知画面の一例を示す。図５ｂはまた、現在時刻
を"２００６年１１月１日１９時５３分"とし、ユーザが記録制御装置１００において"１
５１"チャンネルの番組を視聴している場合を想定した表示例を示す。
【００９５】
　自動録画継続選択通知画面５１０において、領域５１１には、自動録画継続選択通知の
メッセージが表示される。記録制御装置１００は"２００６年１１月１日２０時００分"か
ら"１５１"チャンネルにて放送予定の番組"ＡＢＣ"が"自動録画予約"されており、該番組
の嗜好性情報が"５"と判定できるので、対応するメッセージが領域５１１に表示される。
なお、領域５１１には、お勧めレベルを「５」が最高、「１」が最低である旨のメッセー
ジが表示され、予約番組のお勧めレベルを容易に把握可能としている。
【００９６】
　また、領域５１１の下方には、選択ボタン５１２と５１３とが表示される。このボタン
表示により、番組"ＡＢＣ"の自動録画予約を「取り消す（５１２）」か「取り消さない（
５１３）」かを問い合わせ、いずれかの選択をユーザに促すことができる。
【００９７】
　次に、図６ｂに、図４のステップＳ４０７において「選局」と判定された場合に映像表
示部１０８に表示される自動録画継続選択通知画面の一例を示す。図６ｂはまた、現在時
刻を"２００６年１１月１日２０時０５分"とし、ユーザが記録制御装置１００に対し"１
５１"チャンネルの番組への選局操作を行なって視聴開始した場合を想定した表示例を示
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す。
【００９８】
　自動録画継続選択通知画面６１０において、領域６１１には、自動録画継続選択通知の
メッセージが表示される。この場合記録制御装置１００は、"２００６年１１月１日２０
時００分"から"１５１"チャンネルにて放送予定の番組"ＡＢＣ"が"自動録画予約"により
録画されており、該番組の嗜好性情報が"５"と判定できる。よって、対応するメッセージ
が領域６１１に表示される。なお、領域６１１には、お勧めレベルを「５」が最高、「１
」が最低である旨のメッセージが表示され、予約番組のお勧めレベルを容易に把握可能と
している。また、領域６１１の下方には、選択ボタン６１２と６１３とが表示される。こ
のボタン表示により、番組"ＡＢＣ"の録画を「中止する（６１２）」か、「中止しない（
６１３）」かを問い合わせ、いずれかの選択をユーザに促すことができる。
【００９９】
　なお、上記画面５１０及び６１０に対して行われた操作の処理については、第１の実施
形態に記載したのと同様に行うことができる。
【０１００】
　本変形例によれば、録画機器によって自動録画予約されている番組に対するユーザの嗜
好性情報を表示することで、自動録画予約を取り消す、自動録画を実行中止する、自動録
画された番組を消去するための操作のユーザによる選択判断を容易にできる。
【０１０１】
　［第２の実施形態］
　次に、発明の第２の実施形態について、以下に説明する。
【０１０２】
　図７は、本実施形態に対応する記録制御装置７００の構成と外部装置との接続構成の一
例を示す図である。図７において図１と符号が同様なものは、各々同等の機能を有するも
のである。第１の実施形態における記録制御装置１００と本実施形態における記録制御装
置７００との差異は、以下の２点である。
【０１０３】
　第１の差異は、録画機器２００の「自動録画予約」に基づく番組の録画が完了したか否
かの判定機能を有する録画完了判定部７２２を設けた点である。
【０１０４】
　第２の差異は、録画完了判定部７２２の判定結果に基づき、録画機器２００が「自動録
画予約」に基づき録画した番組を消去するか否かをユーザに問い合わせる通知を行なうよ
うにした点である。
【０１０５】
　以下、本実施形態に対応する「自動録画継続選択通知」の表示と表示によるユーザ応答
の具体例について、図８乃至図１０を参照して説明する。以下の説明では、録画機器２０
０から図３ａの録画予約情報テーブル３００のうちインデックス３０１が「１」の録画予
約情報を取得した場合を一例として記載している。
【０１０６】
　まず図８は、図４のステップＳ４０７において「定期動作」と判定された場合に映像表
示部１０８に表示される自動録画継続選択通知画面の一例を示す図である。図８はまた、
現在時刻を"２００６年１１月１日１９時５３分"とし、ユーザが記録制御装置７００にお
いて"１５１"チャンネルの番組を視聴している場合を想定した表示例を示す。
【０１０７】
　自動録画継続選択通知画面８００において、領域８０１には、自動録画継続選択通知の
メッセージが表示される。この場合、記録制御装置１００は"２００６年１１月１日２０
時００分"から"１５１"チャンネルにて放送予定の番組"ＡＢＣ"が"自動録画予約"されて
いると判定できるので、対応するメッセージが領域８０１に表示される。また、領域８０
１の下方には、選択ボタン８０２乃至８０４が表示される。このボタン表示により、番組
"ＡＢＣ"の自動録画予約を「取り消す（８０２）」か、「取り消さない（８０３）」か、
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「録画完了後に再通知する（８０４）」かを問い合わせ、いずれかの選択をユーザに促す
ことができる。
【０１０８】
　システム制御部１１１は、受光部１１２を介して受信するユーザのリモコン１５２操作
による操作情報に基づき、ユーザが「取り消す（８０２）」、「取り消さない（８０３）
」、「録画完了後に再通知する（８０４）」のいずれを選択したかを判定する。もし、「
取り消す（８０２）」又は「取り消さない（８０３）」が選択されたと判定した場合の動
作は、第１の実施形態と同様である。
【０１０９】
　「録画完了後に再通知する（８０４）」が選択されたと判定した場合、システム制御部
１１１は、表示合成部１０５に対し、自動録画継続選択通知画面８００の表示消去を要求
する。それと共に、録画完了判定部７２２に対し、番組"ＡＢＣ"の録画完了判定動作の開
始を要求する。録画完了の判定は、タイマー部１１６から取得する現在時刻情報と、録画
機器２００から取得した録画予約情報が含む「録画予定日」と「録画終了予定時刻」との
情報に基づいて行うことができる。また、録画機器２００から録画が完了したことを通知
するイベント情報を受け取れるよう構成してもよい。
【０１１０】
　図１０は、録画完了の判定後に表示する「自動録画番組消去選択通知」画面の一例を示
す図である。
【０１１１】
　自動録画番組消去選択通知画面１０００において、領域１００１には、録画機器２００
が自動録画予約により録画した番組の録画済データを消去するか否かを確認するメッセー
ジが表示される。領域１００１の下方には、選択ボタン１００２と１００３とが表示され
る。このボタンの表示により、自動録画予約による録画番組の録画済データを「消去する
（１００２）」か、「消去しない（１００３）」かを問い合わせ、いずれかの選択をユー
ザに促すことができる。
【０１１２】
　システム制御部１１１は、ユーザが「消去する（１００２）」と「消去しない（１００
３）」とののいずれかを選択したかを判定する。もし、「消去しない（１００３）」が選
択されたと判定した場合には、表示合成部１０５に対し、図１０の表示画面１０００の表
示消去を要求し、処理を終了する。一方、「消去する（１００２）」が選択されたと判定
した場合には、システム制御部１１１は表示合成部１０５に対し、図１０の表示画面１０
００の消去を要求すると共に、録画機器制御部７１９に対し、録画済データの消去を要求
し、処理を終了する。
【０１１３】
　次に、図９は、図４のステップＳ４０７において「選局」と判定された場合に映像表示
部１０８に表示される自動録画継続選択通知画面の一例を示す図である。図９はまた、現
在時刻を"２００６年１１月１日２０時０５分"とし、ユーザが記録制御装置７００に対し
"１５１"チャンネルの番組への選局操作を行なって視聴開始した場合を想定した表示例を
示す。
【０１１４】
　自動録画継続選択通知画面９００において、領域９０１には、自動録画継続選択通知の
メッセージが表示される。この場合、記録制御装置７００は、"２００６年１１月１日２
０時００分"から"１５１"チャンネルにて放送予定の番組"ＡＢＣ"が"自動録画予約"によ
り録画されていると判定できるので、対応するメッセージを領域９０１に表示する。また
、領域９０１の下方には、選択ボタン９０２乃至９０４が表示される。このボタン表示に
より、番組"ＡＢＣ"の録画を「中止する（９０２）」か、「中止しない（９０３）」か、
「録画完了後に再通知する（９０４）」かを問い合わせ、いずれかの選択を、ユーザに促
すことができる。
【０１１５】
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　システム制御部１１１は、受光部１１２を介して受信するユーザのリモコン１５２操作
による操作情報に基づき、ユーザが「中止する（９０２）」、「中止しない（９０３）」
、「録画完了後に再通知する（９０４）」のいずれを選択したかを判定する。もし、「中
止する（９０２）」又は「中止しない（９０３）」が選択されたと判定した場合の動作は
、第１の実施形態と同様である。一方、「録画完了後に再通知する（９０４）」が選択さ
れたと判定した場合の動作は、図８の表示例の場合と同様である。
【０１１６】
　尚、図８乃至図１０に示した画面の表示は、表示後、所定時間内にユーザからの選択応
答が無かった場合、システム制御部１１１から表示合成部１０５に対する要求により消去
する。該所定時間として、例えば１０秒以内にユーザからの選択応答が無かった場合に、
図８乃至図１０に示した画面の表示を消去するよう構成することができる。
【０１１７】
　本実施形態によれば、ユーザは、視聴と同時に予約録画をとりあえずは実行しておき、
録画完了後に自動録画された番組を消去するか否かを決定することができる。これにより
、番組が面白かった場合には、自動録画された番組を残すことはもちろんのこと、録画完
了後に再度ユーザに通知するようにすることで、ユーザは、番組が面白くなかったら自動
録画された番組を消去できる。
【０１１８】
　［第２の実施形態の変形例１］
　なお、上記では、録画完了判定部７２２において、録画機器２００が「自動録画予約」
に基づく番組の録画を完了したか否かを判定する場合を説明した。これに対し、録画完了
の代わりに、「自動録画予約」に基づき録画している番組と同一の番組の視聴が完了した
か否かを判定してもよい。この場合、録画完了判定部７２２は、視聴完了判定部７２２と
なる。
【０１１９】
　ここで「視聴が完了した」とは、視聴していた番組の放送が終了した、又はユーザが他
の番組の視聴に切り替えた後、所定時間（例えば５分）が経過したことを指す。そして、
視聴完了判定部７２２により視聴が完了したと判定された場合も、上述と同様に図８乃至
図１０の画面を用いて録画済データの消去するかどうかを判定し、判定結果に基づく処理
を実行することができる。
【０１２０】
　本変形例によれば、ユーザは、視聴と同時に予約録画をとりあえずは実行しておき、視
聴完了後に自動録画された番組を消去するか否かを決定することができる。これにより、
番組が面白かった場合には、自動録画された番組を残すことはもちろんのこと、視聴完了
後に再度ユーザに通知するようにすることで、ユーザは、番組が面白くなかったら自動録
画された番組を消去できる。
【０１２１】
　［第２の実施形態の変形例２］
　また、以上の第２の実施形態では、録画完了判定部（視聴完了判定部）７２２において
自動録画予約（予約番組の視聴）が完了したことを判定する度に自動録画番組消去選択通
知画面１０００の表示するようにしていた。
【０１２２】
　これに対して、録画完了判定部（視聴完了判定部）７２２の判定結果に基づき、通知要
否判定部７２１が通知が必要と判定した回数をカウントし、カウント合計数が所定回数に
達した場合にまとめてユーザに対して通知を行ってもよい。
【０１２３】
　この変形例２に対応する処理を、図１１に示すフローチャートを参照して説明する。図
１１に対応する処理は、通知要否判定部７２１が録画完了判定部（視聴完了判定部）７２
２から、自動録画（予約番組の視聴）が完了したとの判定結果を受け取ったタイミングで
開始される。該フローに対応する処理は、対応する処理プログラムを各構成要素が実行す
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ることにより実現される。以下、図１１における各ステップの処理について説明を行なう
。
【０１２４】
　ステップＳ１１０１において通知要否判定部７２１は、通知が必要と判定した回数の情
報をメモリ部１１５から取得し、回数情報をインクリメントする。尚、本回数情報は、後
述のステップＳ１１０３、又はステップＳ１１０４においてメモリ部１１５に保持される
情報であり、初期値は"０"回である。
【０１２５】
　ステップＳ１１０２において通知要否判定部７２１は、通知が必要と判定した回数が所
定回数（Ｍ回）に達したか否かの判定を行なう。所定回数（Ｍ回）は例えば、３回とする
ことができる。もし、所定回数に達していない場合は（ステップＳ１１０２において「Ｎ
Ｏ」）、ステップＳ１１０３へ進む。一方、所定回数に達していた場合は（ステップＳ１
１０２において「ＹＥＳ」）、ステップＳ１１０４に進む。
【０１２６】
　ステップＳ１１０２の判定により、所定の回数に達していなかった場合、ステップＳ１
１０３において通知要否判定部７２１は、回数情報をメモリ部１１５に保持し、処理を終
了する。ステップＳ１１０２の判定により、所定の回数に達していた場合、ステップＳ１
１０４において通知要否判定部７２１は、回数情報をクリア、つまり"０"回とし、メモリ
部１１５に保持する。
【０１２７】
　ステップＳ１１０５において通知要否判定部７２１は、図１２に示すような自動録画番
組消去選択通知画面１２００の映像表示部１０８における表示をシステム制御部１１１に
要求する。
【０１２８】
　図１２において、自動録画番組消去選択通知画面１２００の領域１２０１には、録画機
器２００が自動録画予約により録画した３つの番組の録画済データを消去するか否かを確
認するメッセージが一画面内に表示されている。領域１２０１の下方には、選択ボタン１
２０２と１２０３とが表示される。このボタンの表示により、自動録画予約による録画番
組の録画済データを「消去する（１２０２）」か「消去しない（１２０３）」かを問い合
わせ、いずれかの選択をユーザに促すことができる。
【０１２９】
　なお、消去対象の録画済データは、領域１２０４に表示されている番組情報の中から選
択することができる。領域１２０４には、録画済番組の録画予約情報が表示されている。
ここには、チャンネル１２０５、番組名１２０６、録画予定日１２０７、録画開始予定時
刻１２０８、録画終了予定時刻１２０９が含まれている。
【０１３０】
　よって、ユーザは録画予約情報を確認して、消去すべき録画済データを特定することが
できる。
【０１３１】
　システム制御部１１１は、ユーザが「消去する（１２０２）」と「消去しない（１２０
３）」とのいずれかを選択したかを判定する。もし、「消去しない（１２０３）」が選択
されたと判定した場合には、表示合成部１０５に対し、図１２の表示画面１２００の表示
消去を要求し、処理を終了する。一方、「消去する（１２０２）」が選択されたと判定し
た場合には、システム制御部１１１は表示合成部１０５に対し、図１２の表示画面１２０
０の消去を要求する。それと共に、録画機器制御部７１９に対し、領域１２０４において
選択された録画済データの消去を要求する。録画機器制御部７１９の機器接続制御部７２
０（第３の指示部）は、録画機器２００に対し、選択された録画済データの消去の要求を
送信し、処理を終了する。
【０１３２】
　本変形例によれば、通知を複数回まとめて行なうようにすることで、ユーザへの通知回
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数が低減し、通知によりユーザが煩わしいと感じるケースの発生を更に抑制することがで
きる。
【０１３３】
　［第３の実施形態］
　上述の実施形態において、記録制御装置と録画機器の間をイーサネット（登録商標）を
介したＵＰｎＰネットワークにより接続した構成を例に挙げ、説明を行なった。接続構成
は上記に限らず、ＩＥＥＥ１３９４やＨＤＭＩ、ＵＳＢと機器間の制御や機器間で情報の
送受信が可能な他の接続構成によっても実現可能である。
【０１３４】
　また上述の実施形態において、図３ａ、図３ｂ等で一例として録画予約情報には、番組
内容説明や番組ジャンル情報を含むよう構成してもよい。
【０１３５】
　更に上述の実施形態においては、図５ａ、図５ｂ、図６ａ、図６ｂ、図８、及び、図９
で示した「自動録画継続選択通知」画面中には、自動録画予約された番組の「番組名」を
示していた。しかし、これに限らず、番組名以外の番組情報である、番組内容説明、チャ
ンネル、放送時間情報、番組ジャンル情報等を組み合わせて表示するよう構成してもよい
。この場合には、「自動録画継続選択通知」画面のグラフィックデータを生成するシステ
ム制御部１１１が、各実施形態による通知要否判定部から受け取る"番組名"情報に基づき
、メモリ部１１５から表示する番組情報を取得すればよい。
【０１３６】
　同様に図１０及び図１２で示した「自動録画番組消去選択通知」画面中に番組内容説明
や番組ジャンル情報を表示するようにしてもよい。この場合にも、システム制御部１１１
が、各実施形態による通知要否判定部から受け取る"番組名"情報に基づき、メモリ部１１
５から表示する番組情報を取得すればよい。
【０１３７】
　［その他の実施形態］
　なお、本発明は、複数の機器（例えばホストコンピュータ、インタフェイス機器、表示
装置、録画装置など）から構成されるシステムに適用しても、一つの機器からなる装置（
例えば、録画機能付き表示装置など）に適用してもよい。
【０１３８】
　また、本発明の目的は、前述した機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記
録した記憶媒体を、システムに供給し、そのシステムがプログラムコードを読み出し実行
することによっても達成される。この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード
自体が前述した実施形態の機能を実現し、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本
発明を構成する。また、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働し
ているオペレーティングシステム（ＯＳ）などが実際の処理の一部または全部を行い、そ
の処理によって前述した機能が実現される場合も含まれる。
【０１３９】
　さらに、以下の形態で実現しても構わない。すなわち、記憶媒体から読み出されたプロ
グラムコードを、コンピュータに挿入された機能拡張カードやコンピュータに接続された
機能拡張ユニットに備わるメモリに書込む。そして、そのプログラムコードの指示に基づ
き、その機能拡張カードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部また
は全部を行って、前述した機能が実現される場合も含まれる。
【０１４０】
　本発明を上記記憶媒体に適用する場合、その記憶媒体には、先に説明したフローチャー
トに対応するプログラムコードが格納されることになる。
【図面の簡単な説明】
【０１４１】
【図１】発明の第１の実施形態に従う記録制御装置１００の構成と外部装置との接続構成
の一例を示す図である。
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【図２】発明の第１の実施形態に従う記録制御装置１００が制御可能な録画機器２００の
構成と外部装置との接続構成の一例を示す図である。
【図３ａ】発明の第１の実施形態に対応する録画予約情報テーブルの一例を示す図である
。
【図３ｂ】発明の第１の実施形態の変形例１に対応する録画予約情報テーブルの一例を示
す図である。
【図３ｃ】発明の第１の実施形態の変形例１に対応する嗜好性情報と「自動録画継続選択
通知」画面の表示時間との関係表の一例を示す図である。
【図４】発明の第１の実施形態に対応する、録画機器制御部１１９内の機器接続制御部１
２０及び通知要否判定部１２１における処理の一例を示すフローチャートである。
【図５ａ】第１の実施形態に対応する、図４のステップＳ４０７において「定期動作」と
判定された場合に映像表示部１０８に表示される自動録画継続選択通知画面の一例を示す
図である。
【図５ｂ】第１の実施形態の変形例３に対応する、図４のステップＳ４０７において「定
期動作」と判定された場合に映像表示部１０８に表示される自動録画継続選択通知画面の
一例を示す。
【図６ａ】第１の実施形態に対応する、図４のステップＳ４０７において「選局」と判定
された場合に映像表示部１０８に表示される自動録画継続選択通知画面の一例を示す図で
ある。
【図６ｂ】第１の実施形態の変形例３に対応する、図４のステップＳ４０７において「選
局」と判定された場合に映像表示部１０８に表示される自動録画継続選択通知画面の一例
を示す図である。
【図７】本発明の第２の実施形態に対応する記録制御装置７００の構成と外部装置との接
続構成の一例を示す図である。
【図８】第２の実施形態に対応する、図４のステップＳ４０７において「定期動作」と判
定された場合に映像表示部１０８に表示される自動録画継続選択通知画面の一例を示す図
である。
【図９】第２の実施形態に対応する、図４のステップＳ４０７において「選局」と判定さ
れた場合に映像表示部１０８に表示される自動録画継続選択通知画面の一例を示す図であ
る。
【図１０】第２の実施形態に対応する、録画完了の判定後に表示する「自動録画番組消去
選択通知」画面の一例を示す図である。
【図１１】本発明の第２の実施形態の変形例２に対応する処理のフローチャートである。
【図１２】本発明の第２の実施形態の変形例２に対応する、「自動録画番組消去選択通知
」画面の一例を示す図である。
【符号の説明】
【０１４２】
１００　記録制御装置
１０１　チューナ部
１０２　データ分離部
１０３　映像デコード部
１０４　音声デコード部
１０５　表示合成部
１０６　表示制御部
１０７　音声制御部
１０８　映像表示部
１０９　音声出力部
１１０　システムバス
１１１　システム制御部
１１２　受光部
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１１３　選局制御部
１１５　メモリ部
１１６　タイマー部
１１７　映像切替部
１１８　音声切替部
１１９　録画機器制御部
１２０　機器接続制御部
１２１　通知要否判定部
１５１　アンテナ
１５２　リモコン
１６１　イーサネット（登録商標）
１６２　ＡＶデータ線
２００　録画機器
２０１　チューナ部
２０２　データ分離部
２０３　デコード部
２１１　システム制御部
２１２　受光部
２１３　選局制御部
２１５　メモリ部
２１６　タイマー部
２１８　蓄積部
２１９　録画予約部
２２０　嗜好性学習部
２２１　記録制御装置接続制御部
２５２　リモコン
７２２　録画完了判定部



(21) JP 4906564 B2 2012.3.28

【図１】 【図２】

【図３ａ】

【図３ｂ】

【図３ｃ】

【図４】



(22) JP 4906564 B2 2012.3.28

【図５ａ】

【図５ｂ】

【図６ａ】

【図６ｂ】

【図７】 【図８】

【図９】



(23) JP 4906564 B2 2012.3.28

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(24) JP 4906564 B2 2012.3.28

10

フロントページの続き

(72)発明者  柴宮　芳和
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号　キヤノン株式会社内

    審査官  小田　浩

(56)参考文献  特開２００５－２２３８０１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－４３２２３（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００６／０６４６９２（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　５／７６　　　　
              Ｇ１１Ｂ　　２７／００　　　　
              Ｈ０４Ｎ　　　５／４４５　　　
              Ｈ０４Ｎ　　　５／９１　　　　
              Ｈ０４Ｎ　　　７／１７３　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

